
令和 ７年10月14日 

No 資料名称 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 記述内容 質問内容 回答内容

1 公告 1 3.履行期間

地方自治法大234条の3に基づく
長期継続契約とし、契約の締結
する日の属する年度の翌年度以
降の予算が減額・削除された場
合には当該契約を変更・解除す
ることができるものとする。

万一の想定となりますが、予算
の削減・減額により契約が変更
または解除となった場合におい
て、当該時点において残期間の
残賃借料が残存する場合、貴市
にて残賃借料のご負担をいただ
けますでしょうか？
又、予算削減等の影響により、
過去、実際にご契約を解約又は
変更等を実施されたケースはご
ざいますでしょうか？

契約の変更・解除するときは、借入金額の未済額の
支払等について、受注者と協議の上、定めるものと
します。
当施設では、過去の賃貸借契約の解除をした実績は
ありません。

2 公告 1 3.履行期間

長期継続契約 ①年度予算の削減や削除による
契約の変更や解除となった場
合、残期間の賃貸借料を一括で
ご精算いただくことは可能で
しょうか。②実際に同種契約に
おいて、契約解除となった実績
はございますでしょうか。

①契約の変更・解除するときは、借入金額の未済額
の支払等について、受注者と協議の上、定めるもの
とします。
②当施設では、過去の賃貸借契約の解除をした実績
はありません。

3 公告 1 6.契約の保証

落札者は、次のアからエまでに
掲げるいずれかの方法により、
契約の保証を付さなければなら
ない。

契約実績の提示等による免除申
請は可能でしょうか？
又可能であれば、免除申請要件
を具体的にご教授頂けますで
しょうか？

吹田市財務規則に基づき、本件は契約保証金の減免
対象外となります。

4 公告 1 6.契約の保証（１）エ

契約保証金 契約保証金の免除要件等はある
のでしょうか。

吹田市財務規則に基づき、本件は契約保証金の減免
対象外となります。

5 公告 1 6.契約の保証

当契約による債務の不履行によ
り生ずる損害をてん補する履行
保証保険契約に係る保険証券の
提出

契約保証金の納付に代え、履行
保証保険による取り進めを検討
しております。
履行保証保険による代用の場合
の詳細要件につきまして、下
記、ご回答をお願いいたしま
す。
①保険金額は、「税込」契約年
額の100分の10以上との認識でよ
ろしいでしょうか。
②保険期間は、契約日～賃貸借
満了日との認識でよろしいで
しょうか。
③履行保証保険の証券発行につ
いて、申込手続から保険証券差
入まで最大7～8営業日程度要し
ます。つきましては、契約日や
契約書提出日について落札後に
協議することは可能でしょう
か。	
④履行保証保険の最長保険期間
が5年となりますので、5年以上
の保険付保となります場合、保
険期間を分割して付保する事と
なりますが宜しいでしょうか
（他自治体で同事例発生の際も
了承頂いております）。例：保
険期間が5年3ヶ月となる場合「5
年、3ヶ月」と分割して付保し、
保険証券の差入は各継続時とな
ります。
⑤履行保証保険の付保確証の提
出期日はいつまでとなりますで
しょうか？

①履行保証保険金額は「税込」契約年額の100分の
10以上の認識で相違ありません。
②履行保証保険期間は契約日から賃貸借満了日まで
となります。
③契約日や契約書提出日について、落札後の協議は
可能です。なお、契約日は入札日から10日前後を想
定しています。ただし、具体的な日程については受
注者と協議の上、定めます。
④５年以上の履行保証保険期間が必要な場合、分割
して付保することは可能です。ご提案の方法（例：
「5年、3ヶ月」）で問題ありません。
⑤履行保証保険の付保確証の提出期日については、
契約日までに提出願います。

6 公告 1 6.契約の保証（１）エ

契約保証金 契約保証金について、履行保証
保険の付保を検討しております
が、以下、ご教示ください。①
契約保証金は、契約金額の年額
（月額賃借料×12）の100分の10
以上で宜しかったでしょうか。
②付保期間は、令和8年2月1日か
ら令和9年3月31日までとの認識
で宜しいでしょうか。③履行保
証保険の付保期間開始日が、契
約締結日の場合、保険加入に
は、保険会社への申し込み～証
券の発行まで時間を要します。
間に合わない可能性があります
が、その場合、協議させて頂く
ことは可能でしょうか。

①履行保証保険金額は「税込」契約年額の100分の
10以上の認識で相違ありません。
②履行保証保険期間は賃貸借期間ではなく、契約日
から賃貸借満了日までとなります。
③契約日や契約書提出日について、落札後の協議は
可能です。なお、契約日は入札日から10日前後を想
定しています。ただし、具体的な日程については協
議の上定めます。契約日までに提出願います。

質　疑　回　答　書

質     問     事     項

「吹田市立青少年クリエイティブセンター体育館LED照明賃貸借業務」に関する以下の質疑について回答します。



7 公告 4 15.入札金額

入札金額 今回の入札書記載の金額は、税
抜き総額との認識で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。
『委任状・入札書の記載の仕方』をご覧ください。

8 公告 5 20.契約の締結

契約の作成 賃貸借契約について、以下ご教
示ください。①事前に本件にお
ける賃貸借契約書雛形があれ
ば、ご提示頂けませんでしょう
か。②契約内容について、協議
及び修正は可能でしょうか。

契約書は落札事業者に提示します。
内容については、落札業者と協議の上、作成しま
す。

9 掲載資料なし

本件にて利用予定の賃貸借契約
書のひな形がございましたら、
入札前にいただけますでしょう
か？
又、落札後、貴市所定の契約書
の条項の内容の修正に関して、
別途協議いただくことは可能で
しょうか？

契約書は落札事業者に提示します。
内容については、落札業者と協議の上、作成しま
す。

10 仕様書 2 ４ 撤去機器

(1) 水銀灯 32台
(2) オートリフター ８台
(3) オートリフター制御盤 １台
(4) オートリフター操作盤 １台
(5) その他発注者（吹田市）が
指示する付属設備

オートリフターで使用されてい
る電線管等がある場合、撤去対
象となりますでしょうか。

お見込みのとおりです。

11 仕様書 2 ４　撤去機器

（１）水銀灯32台 器具本体（ガード含む）全て撤
去という認識で間違いないで
しょうか？また、器具上部の取
付金具は、再利用してよろしい
でしょうか？

お見込みのとおりです。
再利用は認めます。

12 仕様書 2 ４　撤去機器

（２）オートリフター　8台 仕様書ではオートリフターが8台
となっていますが、１セットあ
たり水銀灯が４個ついている為
オートリフターも台数としては
３２台という認識で間違いない
でしょうか？

撤去するオートリフターについては、８か所32個で
す。

13 仕様書 2 ４　撤去機器

（２）その他発注者（吹田市）
が指示する付属設備

安定器収納盤は残置、安定器
（３２台）は撤去という認識で
間違いないでしょうか？

お見込みのとおりです。

14 仕様書 2 5.賃貸借期間

※設置工事完了期限は、賃貸借
期間の初日までとする。

本業務につきまして、現時点で
は納入期限までの完了を予定し
ておりますが、社会・経済情勢
の悪化など受注者の責によらな
い不可抗力により生産・納期が
遅延した場合、遅延損害金や指
名停止等のペナルティを課さ
ず、契約満了日を開始が遅れた
日数分だけ後に変更し、賃貸借
期間は変更せず、賃貸借開始日
につきまして別途協議とさせて
いただけますでしょうか？（社
会・経済情勢の悪化など受注者
の責によらない不可抗力による
遅延に対し、遅延損害金や指名
停止等のペナルティが課される
可能性がありますと、入札参加
が困難です）

お見込みのとおりです。
受注者と協議の上、決定します。

15 仕様書 2 5 賃貸借期間

工期期限は、賃貸借期間の初日
までとする。

今後、新型コロナ、半導体不
足、紛争等の外部環境等の影響
により、商品の遅延や工事遅延
の可能性がありますが、協議し
たうえで、貴市の了解を得れ
ば、工期延長及び損害金等の費
用が発生しないとの認識で宜し
いでしょうか。

お見込みのとおりです。
受注者と協議の上、決定します。

16 仕様書 2 5.賃貸借期間

※賃貸借期間終了後は全て無償
譲渡とする。

本件、賃貸借期間満了後、物件
について無償譲渡条件とのご指
定が御座いますので、賃貸借期
間中の本物件にかかる固定資産
税は非課税扱い（賃貸借料には
同費用分は含めない）との認識
でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

17 仕様書 3
10 賃貸借機器の不具合
及び保守

受注者の責任を持って、補修又
は取替えをすること。

今回は、既存照明を新規LED照明
器具へ交換するものであり、既
存設備等をそのまま流用した場
合、LED照明器具ではなく、既設
配線や既設設備の原因による故
障の場合は、受注者の責任では
ないと考えます。LED照明器具が
要因ではないと原因が特定され
た場合、交換、保修等の費用負
担は貴市との認識で宜しいで
しょうか。

受注者と協議の上、決定しますが、原則、受注者に
よる保守の範囲とします。



18 仕様書 3
10 賃貸借機器の不具合
及び保守

通常の動産総合保険では、修理
及び取替費用が全額保証される
とは限りません。また、通常の
動産総合保険より保証額が高く
なる新価特約を付保したとして
も全額賄えないケースがありま
す。この場合は、修理交換費用
の差額分は、貴市の負担若しく
は協議可能と考えて宜しいで
しょうか。

受注者と協議の上、決定しますが、原則、受注者に
よる保守の範囲とします。

19 仕様書 3
10 賃貸借機器の不具合
及び保守

原因不明の不具合の場合は、動
産総合保険の対象外となりま
す。動産総合保険対象外の場
合、受注者側が無償で交換する
ことはできず、全て受注者側の
責というのは、リスクが大きい
と考えます。この場合、貴市で
の費用負担や協議ができると理
解して問題ないでしょうか。

受注者と協議の上、決定しますが、原則、受注者に
よる保守の範囲とします。

20 仕様書 3
10 賃貸借機器の不具合
及び保守

当事者の責めに帰すべき事由に
依らない事由（天災等）によ
り、物件の滅失、棄損時や修理
等により一時的に機器が使用で
きない場合、物件の代替品準備
責任は受注者にない、という認
識でよろしいでしょうか。

天災については、保守の範囲から外れるものとしま
す。

21 仕様書 3
10 賃貸借機器の不具合
及び保守

動産総合保険は、地震等の天災
地変、その他不可抗力による物
件の滅失・毀損は保険適用の対
象外となりますが、この場合の
費用の負担は、貴市との認識で
宜しいでしょうか。

天災については、保守の範囲から外れるものとしま
す。

22 掲載資料なし

本件、対象物件に動産総合保険
（時価ベース）を付保予定で
す。
同保険は地震・津波・火山噴
火、虫害、天災地変、その他の
不可抗力等による物件滅失又は
毀損等について、保険適用の対
象外となっております。
万一、動産総合保険の対象外と
なります地震・天災等を理由と
して、物件の滅失・破損等が発
生した場合貴市負担にて修理等
費用をご負担頂けますでしょう
か？
又貴市負担にて物件の復旧又
は、契約が継続できない場合
は、貴市にて残賃借料のご負担
をいただけますでしょうか？

天災については、保守の範囲から外れるものとしま
す。

23 仕様書 5 15.その他

発注者（吹田市）が必要である
と認めるときは、この契約を解
除することができる。この場
合、契約解除に伴う賃貸借相当
額を受注者に支払うものとす
る。賃貸借相当額の積算は、発
注者（吹田市）と受注者で協議
して定める。

受注者の帰責によらない任意解
約規定が賃貸借契約書にあると
想定しまして、
当該規定により契約変更や契約
解除となり残期間の残賃借料が
残存する場合、同変更・解約の
事由が受注者の責任に起因しな
い場合には、残賃借料のご負担
につきまして別途協議をいただ
けますでしょうか？

お見込みのとおりです。

24 仕様書 5 15.その他

・受注者は、委託業務を第三者
に委託してはならない。ただ
し、あらかじめ発注者（吹田
市）の承諾を得た場合は、この
限りでない。

確認の為質問させて頂きます。
リース会社による入札参加を検
討しております。
賃貸に付随する業務で当社が自
ら実施することが事実上できな
い業務（物件の搬入、保守、満
了時の物件撤去、データ消去
等）について、当該業務を貴市
から当社が受注した上で、物件
の売主等の業者に再委託しても
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
当市が許可した場合に限り、第三者委託が可能で
す。

25 仕様書 5 15.その他

・受注者は、委託業務を第三者
に委託してはならない。ただ
し、あらかじめ発注者（吹田
市）の承諾を得た場合は、この
限りでない。

前の質問（No.【24】）のように
当社が事実上できないのではな
く、物件の設置工事など当社が
貴市より請け負うことが法令上
認められない業務（銀行法や建
設業法等により規制される業
務）がある場合、当社は、当該
業務を貴市から受託するのでは
なく、貴市の指定または仕様書
通りに物件を提供する為に、当
社の責任において物件の売主等
に当該業務を発注することで差
し支えないでしょうか。（当社
の発注は法的には再委託にはな
りませんが、再委託の場合（前
の質問）と同様に売主等の業者
に業務を行わせてもよろしいで
しょうか。）

お見込みのとおりです。



26 仕様書
4
・
5

12.一般注意事項
(5)工事中の安全管理等

15.その他

工事中は、受注者の現場責任者
を常駐させること。

受注者は、現場責任者を定める
こと。

物件の設置工事・保守等につき
まして、受注者より物件の売主
等に再委託等（第三者履行）を
予定しております。
現場責任者につきましては、受
注者自らの社員ではなく、同再
委託先等の社員でもよろしいで
しょうか？
又、保守を実施する際の保守体
制表につきまして、受注者を介
さず、
同保守を行う業者直接の連絡先
とさせて頂く体制も可能でしょ
うか？

現場責任者については、再委託先の社員を現場責任
者とすることは可能です。ただし、受注者が全体的
な責任を負うため、適切な管理・監督が行える体制
とするようにしてください。
また、保守体制表についても保守事業者との直接連
絡を可能にする体制も構築可能です。ただし、重要
事項や緊急時には受注者にも情報が共有される体制
図としてください。

27 仕様書 3 12 一般注意事項

(1)発注者（吹田市）への説明と
承諾受注者は設置工事に先立っ
て、受注者の機器及び電気設備
仕様等が発注仕様書等の内容に
適していることを説明するた
め、契約後速やかに下記図面等
を提出し承諾を得なければなら
ない。

既存の配置計画図、電気設備計
画図について、入札前にご提供
いただけますでしょうか。
それとも、受注後の開示となり
ますでしょうか。

ご質問内容の既存の配置設計図及び電気設備計画図
を、既存の電気配置図及び電気設備図として回答し
ます。入札前であっても現在の配置図及び電気設備
図については、閲覧可能としますので、ご希望の際
は青少年クリエイティブセンター事務室にお声掛け
ください。

28 仕様書 3 12 一般注意事項

(4)機器完成図、電気設備図
図面データ（ＣＤ－Ｒ等）・Ｊ
ＷＷ ・ＳＸＦ（又はＤＸＦ）
・ＰＤＦ ・その他任意のＣＡＤ
形式・ＪＰＥＧ若しくはＴＩＦ
Ｆ

左記の提出物で○がついている
物すべてが必要との意味合いで
しょうか、もしくはどれか一つ
で問題ないでしょうか。

すべて必要です。

29 仕様書 3
12 一般注意事項(2)発生
材の処理

処理は産業廃棄物処理の許可を
受けた業者

受注者側で処分する場合、落札
事業者が産業廃棄物処理の収
集・運搬・処分の許可を受けて
いない場合、許可のない先へ委
託すること、落札事業者である
リース会社が受託することは、
委託及び受託側双方が廃掃法の
違反になります（廃掃法第１２
条及び１４条）。既存物件の所
有者が貴市である場合、「廃棄
物の処理及び清掃に関する法律
（廃掃法）」に基づき、貴市が
排出事業者として、受注者若し
くは発注者が認めた電気工事会
社が産業廃棄物処理の収集・運
搬・処分の契約締結における事
務代行を受け、受注者が費用を
立替払いすると解釈しても宜し
いでしょうか。それとも、入替
工事に伴って排出された廃棄物
として工事を実施した者が排出
事業者として適正に処分すると
いう解釈でよろしいでしょう
か。

いずれの方法でも可であると想定していますが、受
注者と協議の上、決定します。

30 仕様書 4 13 設置工事仕様

(1)露出配線については、屋内外
を問わず電線管等で保護を行う
こと。(2)室内露出配管は、第１
種金属線ぴを使用すること。
(3)屋外露出配管は、厚鋼電線管
と防水型プルボックス（ＳＵ
Ｓ）を使用すること。
(4)機器及び配線等については、
メンテナンスが容易にできるよ
うに設置工事を行うこと。
(5)全てエコ電線、エコケーブル
を使用すること。
(6)公共建築工事標準仕様書（電
気設備工事）に準拠すること。

本件、照明器具の交換との認識
でございます。配線は既設配線
を流用との認識で新設配線が発
生することは基本的にないかと
見込んでおりますが、いかがで
しょうか。
新設配線が発生する場合、既設
配管を利用可能な場合は利用し
ても問題ございませんでしょう
か。

お見込みのとおりです。
提示された仕様書の文言については、新設の配線を
行う場合に適用することを想定しています。

31 仕様書 4 13　設置工事仕様

(1)露出配線については、屋内外
を問わず電線管等で保護を行う
こと。

既設の配線を流用して、灯具に
配線致します。わずかな部分が
露出配線となります。本対応で
問題ないでしょうか？

工法、技術的に困難である場合に限り、受注者と協
議の上、決定します。

32 仕様書 その他

契約期間中に施設の統廃合等、
貴市の事由により物件が不要と
なり、契約が変更または解除と
なった場合は、貴市にて残賃貸
借料のご負担を頂けるとの認識
で問題ないでしょうか。

お見込みのとおりです。

33 入札心得書 1 第7条（入札の手続）3

入札書は封筒から出し、入札書
のみを入札箱に投入するものと
し、入札箱に投入された入札書
は、これを書換え、引換え又は
撤回をすることはできない。

入札の際、封書・封印は不要と
の認識でよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。


